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教員評価の方法

（評価項目及び重みの設定）
　領域ごとの基本的な評価項目は，次に掲げるとおりとする。また，「教育」，「組織運営」，「社会貢献」の３領域における評価項目及び項目ごとの重みは全学共通とし，「研究」領域については，各学部ごとに設定する。
評価項目及び項目ごとの重みについては，別に定める。
（１）教育領域
①担当授業
②論文研究指導
③学位論文審査
④研究生等指導
⑤課外活動
⑥その他の教育活動
（２）研究領域
①論文（学術論文における定期刊行物については，インパクトファクター（IF）の有無，インパクトファクター（IF)値）
②著書
③研究発表
④作品・競技会・演奏会等
⑤学外会議
⑥知財
⑦報道実績
⑧研究活動
⑨学会活動
⑩科学研究費補助金
⑪外部資金（科研費以外）
⑫外国出張
（３）組織運営領域
①役職（法人役員等，評議員，学長特別補佐などの全学委員等，全学施設長等）
②全学委員（学長補佐を含む）
③学部・研究科委員（学部長補佐を含む）
④学科委員（学科長，系幹事，学部施設長等を含む）
⑤入試
⑥広報
（４）社会貢献領域
①社会活動（公開講座，SSHを含む）
②学外教育活動　　　　　　　　　　　　　地域貢献
③学協会役職
④留学生受入
⑤研究者受入国際貢献

⑥国際交流活動
⑦学協会役職


（教員評価調書）
　教員評価調書の構成は，次に掲げるとおりとする。
　教員評価調書は、（１）,（２）及び（４）～（６）をデータベースに入力することによって作成される。
（１）評価率
（２）目標
（３）客観的評価結果：レーダーチャート２種，学生による授業評価の結果
（４）特記事項
（５）注記
（６）自己評価
（７）学部長所見

（データベースへの入力手順等）
教員は，評価実施年度の前年度当初に（１），（２）をデータベースに入力し，これに基づき職務を遂行する。その後，評価対象期間における活動実績データ及び当該活動実績に係る（４）～（６）を期日までに入力する（（３）はこれらのデータを入力することによって明示される。）。（６）の入力にあたっては，（３）及び（４）の内容に基づき，目標に照らして諸活動にどのような向上があったか（業績・成果の経年変化）等を踏まえる。（５）には，産休・育休・病欠期間などを入力する。
なお、学部長は，（５）にこれらの記載があるときは，評価の実施にあたり考慮する。

（評価率）
評価率とは，教員の諸活動に対する領域ごとの評価の割合とする。４領域への職位ごとの評価率の配分割合は，概ね次の数値以上とし，自己裁量分20％を含め合計で100％となるよう各自が設定し入力する。
[bookmark: _Hlk51949424]なお，学内共同施設，大学教育推進機構，地域創生推進機構の責任教員における４領域への配分割合は，これらの施設等の担当理事が別に定める。
また，宇都宮大学卓越教員制度に関する要項に規定する卓越教授，卓越准教授，卓越講師及び卓越助教の称号が付与される教員における４領域への配分割合は，学長が別に定める。
	        領域
職位
	教育
	研究
	組織運営
	社会貢献
	自己裁量

	教授
	25％
	20％
	20％
	15％
	20%

	准教授・講師
	25％
	35％
	10％
	10％
	20%

	助教・助手
	20％
	45％
	５％
	10％
	20%




（評価率の配分割合の変更）
教員は，特別な事情がある場合には，学部長と協議の上，当該年度当初に設定した配分割合を変更することができる。

（客観的評価のためのデータ）
　客観的評価のためのデータとして、評価の実施単位において，各領域の素点の「学部内偏差値（全体）」，「学部内偏差値（職位別）」，「全学偏差値（職位別）」（研究領域を除く），「学部内偏差値（全体）×配分割合」及びこれらの平均値または合計値を算出するとともに，その値を基準にしたレーダーチャートを作成する。

（特記事項の項目）
　特記事項の基本的な評価項目は，次に掲げるとおりとする。
（１）教育領域
①学生の授業評価に対する自己評価
②特色ある授業
③ベストレクチャー賞などの受賞
④主任指導・副指導でない場合の論文指導への寄与
⑤学生の研究に基礎を置く論文の論文賞
⑥教育に関する外部資金の導入
⑦他部局における授業担当など
（２）研究領域
①学会賞，論文賞，研究奨励賞などの受賞
②招待講演，基調講演
③寄付金，学内競争的資金
④他大学の博士論文審査委員
⑤産学官連携プロジェクト研究活動
⑥研究クラスター・産業クラスター活動，大型プロジェクトの研究統括
⑦研究に関する外部資金の導入（国際学部のみ）
（３）組織運営領域
①守秘義務を要する委員の有無
②高大連携，大学連携
③各種行事の役員・幹事・委員
（４）社会貢献領域
①技術指導，コンサルティング活動
②技術移転，大学発ベンチャー
③産学官連携支援活動，産業技術支援活動
④国際的な専門委員会活動
⑤上記の内容などに関連した受賞
⑥守秘義務を要する委員の有無

（自己評価基準）
　自己評価は、次の４段階で評価する。
４　特に優れている
３　優れている
２　適切である
１　改善の余地がある

（領域別の加点）
　学部長は，特記事項の内容等に基づき，領域毎に10点の範囲内で加点を行うことができる。学部内において加点できる点数の合計は、各学部の評価対象教員数の50%に相当する人数に10点を乗じて得られた点数の範囲内とする。
学部長は，加点を行った場合には教員評価調書に加点理由を記載する。
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